
猪名川上流広域ごみ処理施設組合の管理職員等の範囲を定め

る規則 

平成１２年１０月１７日 公平委規則第１号 

 

改正 平成１７年１２月１日公平委規則第６号 

平成１９年１月１日公平委規則第７号 

平成１９年３月３０日公平委規則第８号 

令和５年３月３１日公平委規則第１０号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５２

条第４項の規定に基づき、同条第３項ただし書の管理職員等の範囲につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（管理職員等の範囲） 

第２条 猪名川上流広域ごみ処理施設組合に勤務する職員のうち管理職

員等は、次に掲げる職を有するものとする。 

事務局長 
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次長 

主幹 
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付 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成１２年８月１１日から適用する。 

付 則（平成１７年公平委規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１９年公平委規則第７号） 

この規則は、平成１９年１月１日から施行する。 

付 則（平成１９年公平委規則第８号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 付 則（令和５年公平委規則第１０号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


